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大津市行政手続条例の一部を改正する条例

の制定について

１ 改正の趣旨

令和５年６月１６日に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進す

るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）に

より行政手続法（平成５年法律第８８号）の一部が改正されることに伴い、同法に準じ

て定めている大津市行政手続条例（平成８年条例第３０号）について所要の改正を行う

もの

<参考>

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）

公布日 令和５年６月１６日

施行日（行政手続法の改正に係る部分） 令和８年５月２１日
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２ 改正の内容

掲示場での書面の掲示により行うこととしている公示送達について、規則で定める方

法（インターネットによる公表）により行うこととするとともに、掲示場等での書面の

掲示による方法又は事務所等に設置したパソコン画面での表示による方法により行うこ

ととするように改正するもの（施行日は、令和８年５月２１日）

※左のイメージ図はデジ

タル庁の行政手続法の改

正に係る概要資料から引

用したもの
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